
議第145号 

令和６年度山形県流域下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

令和６年度山形県流域下水道事業会計未処分利益剰余金664,177,263円のうち、16,703,000円を資

本金に組み入れ、155,026,890円を減債積立金に積み立てる。 

提 案 理 由 

令和６年度山形県流域下水道事業会計未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第32条第

２項の規定により提案するものである。 

－ 1 － 



議第146号 

令和６年度山形県電気事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 令和６年度山形県電気事業会計未処分利益剰余金2,798,633,753円のうち、1,391,511,051円を資本

金に組み入れ、152,733,464円を減債積立金に、1,145,495,238円を建設改良積立金にそれぞれ積み立

て、100,000,000円を一般会計に、8,894,000円を工業用水道事業会計にそれぞれ繰り出す。 

提 案 理 由 

 令和６年度山形県電気事業会計未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第32条第２項の

規定により提案するものである。 

－ 2 － 



議第147号 

令和６年度山形県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 令和６年度山形県工業用水道事業会計未処分利益剰余金126,238,973円を、建設改良積立金に積み

立てる。 

提 案 理 由 

 令和６年度山形県工業用水道事業会計未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第32条第

２項の規定により提案するものである。 

－ 3 － 



議第148号 

令和６年度山形県公営企業資産運用事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 令和６年度山形県公営企業資産運用事業会計未処分利益剰余金93,942,793円のうち、54,079,140円

を資本金に組み入れ、39,863,653円を資産運用積立金に積み立てる。 

提 案 理 由 

 令和６年度山形県公営企業資産運用事業会計未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第

32条第２項の規定により提案するものである。 

－ 4 － 



議第149号 

令和６年度山形県水道用水供給事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 令和６年度山形県水道用水供給事業会計未処分利益剰余金1,074,480,606円のうち、601,548,027円

を資本金に組み入れ、124,278,207円を減債積立金に、348,654,372円を建設改良積立金にそれぞれ積

み立てる。 

提 案 理 由 

 令和６年度山形県水道用水供給事業会計未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第32条

第２項の規定により提案するものである。 

－ 5 － 


